
五条川右岸流域下水道指定管理者モニタリング結果（2024年度）

１　施設名称及び概要

　施設名　：　五条川右岸流域下水道

　所在地　：　岩倉市北島町権現山７番地の１

　設置根拠：　愛知県流域下水道事業の設置等に関する条例（平成１３（2001）年４月　供用開始）

　施設概要：　処理方式　凝集剤添加硝化脱窒法

　　　　　　　処理能力　３６，０００m3/日最大

　　　　　　　関係市町　一宮市、犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町

２　指定管理者名称及び概要

・指定管理者名　　公益財団法人　愛知水と緑の公社

・指定期間　　　　2016年４月１日から2026年３月３１日まで

・指定管理者選定時の主な提案内容とその実施状況

汚泥有効利用の推進（2016年度から実施。）

下水道及び水環境に関する普及啓発や環境教育の実施（2016年度から実施。）

３　管理状況

増減

目標値 実績値(①) 目標値 実績値(②) (①－②)

11,156,083 10,695,209 460,874

COD 20 7.4 20 8.0 △ 0.6

全窒素 10 6.0 10 6.0 0.0

全リン 1 0.3 1 0.4 △ 0.1

４　収支状況
（単位：千円）

増減

当初計画値 実績値(①) 当初計画値 実績値(②) (①－②)

895,966 830,562 846,691 816,776 13,786

895,966 830,562 846,691 816,776 13,786

0 0 0 0 0

５　モニタリング結果
（１）総合評価

Ａ 　協定書や仕様書で定めた内容が県の求める水準どおり実施された。

評価結果 評価の考え方

収支差

運転管理の効率化や長期的視野に立った計画的な施設の保守点検、修繕による維持管理コストの縮減（2016
年度から実施。）
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（２）個別項目

【評価結果の基準】

（３）今後の対応等

６　その他

○問い合わせ先等

　建設局上下水道課指導管理室下水道管理グループ

　電話：０５２－９５４－６４６３（ダイヤルイン）

　ファクシミリ：０５２－９７２－６４１６

　メールアドレス：jogesuido@pref.aichi.lg.jp

運営等の安定
性

Ａ 　協定や仕様書等に基づき、期待どおりの水準で実施された。

　引き続き適切な管理運営を行うよう、指導していく。

　特になし。

評価 基準

Ｓ 県の求める水準と比べて、期待を上回る水準で管理運営されている。

Ａ 概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。（協定書等の水準）

Ｂ 一部分を除き、概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。

Ｃ 県の求める水準と比べて不十分な状況である。

施設の適正な
管理

Ａ 　放流水質管理値の達成、施設の管理運営等が期待どおりの水準で実施された。

サービスの維
持･向上

Ａ
　温室効果ガス排出量の削減、１ｍ３あたりの汚水処理費及び使用電力量の削減等
が期待どおりの水準で実施された。

項目名称 県の評価

基本項目 Ａ 　法令遵守等が期待どおりの水準で実施された。


